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艶
氏
の
権
威
と
恕
意
に
依
存

注目の中国

共産党第十三回党大会が終わ

っ
た。
去る八七年一
月の胡阻邦総書記解任

のドラマに見られた
改革派と保守派・
原則

派の路線闘争

を背崇にしていただけに、
こ

の大会が
改革派
を中心とするリーダーシッ

プの若返りと聞かれた中国共産党へ
の第一

歩を印したことは、
当然、
注目してよいだ

ろう。だが、
そこには、
さまざまな矛唐や郡小

平以後の時代へ
の不安を誘う散多くの
問題

点が存在する。

ま
ず第一
点は、
中国の政治が部小平氏個

人の
機威と踏意に
あまりにも過度に依存し

ていることである。
まず党大会に先立つ
中

央委総会で都小平氏は党の正
式の
序列を無

視して議長田の中央に座り、
中国共産党が

。部主任の
覚。
である実質を見せつ
けたの

であっ
たが、
党大会が採択した「中央委報

告に閲する決
警
では、
「大会は、
都小平

同志の
第十一
期三
中全

会以来の党の路線の

形成と発展のなかでおこなっ
た重大な貢献

を高く評価した」
とレて、
あたかも毛
沢東

時代を想わせる部小平ワンマ
ン
体制を八
議

後の生命が決定的に重要になるという政治

的悪循環から依然として断ち切れていない

といえよう。
ここに郡小平以後の時代へ
の

不宍かあることはいうまでもない。

建国後の中国共産党は、
八全大会（一
九

五六年）
の劉少奇、
九
金
大
会
（一
九
六
九

年）
の
林彪、
十金大会（一
九七三
年）
の周

恩来、
十一
全大会（一
九
七八
年）
の
護
国

鋒、
十二
金大会（一
九八二
年）
の胡蝿邦と

党大会で政治報告をおこなっ
た
最高リーダ

ーがすべ
てのちに失墜ないしは批判された

したことである。
しかも、
部小平は他の長

老とともに党のトッ
プリーダーシッ
プ
を形

。2えでは離れたとはいえ、
明か党中央軍

事委員会主任という軍
梅
を
維
持
す
る
た
め

に、
まさに部小平個人のポストのために従

• 

郡小平＝趨紫陽体制の問題点

解任に大きな
役割を果たした部力群、
胡喬

木氏らの
古参の保守派イデオロ
lグが
後退

したのみだといえよう。
原則派の璽鎖・
陳

雲がその老齢と病弱にもかかわらず、
最近

の中国共産党でむしろ中央委員会よりも重

要な役割を果たしていた中央顧問委員会主

任に部小平の
後任とし
て
席
を
占
め
た
こ
と

は、
陳雲の意志というよりは、
陳雲をいた

だく勢力がそ－
zdせたのであっ
て、
ソ速の

ゴ
ルバ
チョ
フ路線との連携のもとに社会主

義の原則を基礎に

事左中
筒レようとする

東
京
外
語
大
教
授

中
嶋

嶺
雄

という歴更をもっ
ている。
それだけに郡小

平以後の時代の姐紫陽総書記がどのような

命運になるかは、
やはり定めがたいといわ

ねばなるまい。
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路
線
闘
争
は
ま
だ
決
着
せ
ず

来の党規約を改正したのであっ
た。
このよ

－
つな現実かありながら、
中国共産党が民主

化と政

治改革に向かっ
て前進したなどとは

たしていえるのかどうか、
私は大いに疑問

をもっ。
つまり中国共産党は、
一
個人の今

第二
の問題は、
実務的な官
僚層やテクノ

クラートが大量に盛場レてきたにもかかわ

らず、
中央リーダーのなかでは依
然として

改革派と康則派の路
線闘争が決着していな

いむ恩われることである。
今回は、
胡盟邦

それら原則派の力は依然としてあなどりが

たい
ように思われる。
トッ
プ・
ファ
イブの

政治局常重安員会を見てみても、

髄紫陽、

胡啓立の
改革派、
李鵬、
挑依林の原則派と

中間派の喬石から成っ
ているとも見ること

ができ、
この点ではこ・
五
対
二・
五
の
勢

力比だといえる。
従っ
て、
部
小
平
日
組
紫

陽体制の
将来は、
まさ
に
当
面
の
経
済
改
革

の
成否にかかっ
ている
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま

肝心の経済
改革に関してみると、
経済活

性化政策と対外開放政策の二
本柱は万全と

はいえず、
拝金主義の蔓延や所得格差の地

大、
供給と
消費のアンバ
ランス、
インフレ

と物価上昇、
外貨不足など郡小平
改革の弊

害も深刻化していて、
前途はなお多難だと

いえよう。
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「
社
会
主
義
初
級
段
階」
の
怪

第三点は、
今回注目された、
当面の中国

が「社会主義の初級段
階」
だという規定で

ある。
この規定は
第一
に今世紀末一
人当た

りGNP一
000米Jという「四つの
現代

化」
の当初の目標が依
然として増大する人

口
圧力もあっ
て達成できなくなりつつ
ある

現実、
第二
には経済活性化のために私営経

済や私営企業を公認し、
商品経済システム

を導入しな廿ればならなくなりつつ
ある現

実、
そして第三
には本年一
月から施行され

た中華人民共和国土地管理法がもたらす出

村の人民公
社解体後の実質的な土地私有化

へ
の傾斜を合法化するために、
つ
まり現実

に理論を墜合させるために「社会主義の初

級段階」
という発展段階説に逃げこまざる

－
を得なかっ
たこと
を意
味している。

こうして一
国社会主義は、
いわば五0年

代前半の農業範囲化以前に

退｛戸Uはじめた

のであり、
このような小商品経
済体制が百

年も続くのだとすれば、
これまでの社会主

義建設は何であっ
たのか、
ひいて
は中国革

命とは何であっ
たのかという根本的な矛盾

に衝き当たら怠るを得ない。
その一
方で依

然として「マ
ルクス主
載
の
正
し
い
路
線」

「建国以来かちとっ
た
社会主
義の
巨大な成

果」
が今大会でも強調されているだけに、

これでは理論的にも実鵬的にも問題が残る

のである。
このような矛唐を残して党政分離や政治

懇阜に進むのだとしたら、
中国社会主
義の

混迷はさらに探まるのではなか
るっか。

（なかじま・
みね
お）
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